内子町若年者就職奨励金
[bookmark: _GoBack]提出物チェックリスト（２年目以降申請者用）
　申請書類に不備がある場合は受理できませんので、提出書類等の漏れがないよう、提出前に本チェックリストにて最終確認してください。

※□にレ印を付けてください。全ての□にレ印がない場合は申請できません。
	交付要件
	　申請日において、次のとおりである
□奨励金の交付を受けた後も町内に継続して居住する意思がある者
□町内事業所に正規雇用者として初めて就職した者で、就業開始日（雇用契約に基づき実際に就業を開始した日）時点での年齢が15歳以上40歳未満の者
□就業開始日から起算して２年以上継続して、同一の町内事業所に就業している者
□町税（国民健康保険税含む。）に滞納がない者
□町への転入が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものでない者。
ただし、就業先の本社が町内にあり、本社への転勤により転入した者又は転勤がある場合であっても勤務地が町内に限定され、町内に定住することが見込まれる者は、この限りでない。
□日本人である、又は外国人であって、日本国内において就労が認められている在留資格を有し、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者又は特定技能等（技能実習を除く。）のいずれかに該当する者

	必要書類
	□内子町若年者就職奨励金交付申請書（様式第２号）
□在職証明書（様式第２号　別紙２）
□提出物チェックリスト　※本チェックリストも提出してください。 



　上記必要書類一式を揃えて、内子町若年者就職奨励金を申請します。

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	※町担当者チェック欄
必要書類の確認　□

	
	
	
	

	申請者
	氏名
	
	（受付印）

	
	連絡先電話番号（日中連絡のとれる番号）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



